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1. 概要 

「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（以下「ストックホルム条約」

という。）の附属書 A（廃絶）に追加された「（トリデカフルオロアルキル）スルホニ

ル基（炭素数が６のものに限る。）を有する化合物であつて、自然的作用による化学的

変化によりペルフルオロ（ヘキサン－１－スルホン酸）又はペルフルオロ（アルカン

スルホン酸）（構造が分枝であつて、炭素数が６のものに限る。）を生成する化学物質

として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」について、化学物質の

審査及び製造等の規制に関する法律（昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」とい

う。）の第一種特定化学物質に指定し、所要の措置を講じる。 

なお、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める物質については、令和７年

以降に審議予定。 

 

2. 背景 

ストックホルム条約では、難分解性、生物蓄積性、毒性及び長距離移動性を有する

残留性有機汚染物質を対象に、人の健康の保護及び環境の保全を図るため、各国が国

際的に協調して、当該物質の製造、使用を原則的に禁止する等の措置を講じることと

している。令和４年６月に開催されたストックホルム条約第１０回締約国会議（COP10）

において、新たにペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）とその塩及び PFHxS 関

連物質を同条約の附属書 A（廃絶）に追加することが決定された。 

この決定を踏まえ、厚生労働省、経済産業省及び環境省の合同審議会において審議

を行ったところ、PFHxS関連物質を化審法の第一種特定化学物質に指定し、その製造、

輸入、使用を制限する等、必要な措置を講じることが適当であるとの結論が得られた

ことから、以下の 3．の措置を講じる。 

 

3. 措置の内容 

令和７年以降から、PFHxS 関連物質について、その製造、輸入を原則禁止【（1）関

係】。PFHxS 関連物質を使用する製品の輸入を禁止【（2）関係】。認められた用途（エ

ッセンシャルユース）以外での PFHxS関連物質の使用を禁止【（3）関係】。また、PFHxS

関連物質が使用された一部の製品について取扱いに係る技術基準を設定【（4）関係】。 

 



 

（1） 第一種特定化学物質の指定 

「（トリデカフルオロアルキル）スルホニル基（炭素数が６のものに限る。）を

有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ（ヘキ

サン－１－スルホン酸）又はペルフルオロ（アルカンスルホン酸）（構造が分枝で

あつて、炭素数が６のものに限る。）を生成する化学物質として厚生労働省令、経

済産業省令、環境省令で定めるもの」を第一種特定化学物質に指定し、これらの

化学物質の製造、輸入にあたっては許可を必要とする。（原則禁止） 

化学物質 
CAS番号* 

（参考） 

化審法官報 

公示整理番号* 

（トリデカフルオロアルキル）スルホニル

基（炭素数が６のものに限る。）を有する化

合物であつて、自然的作用による化学的変

化によりペルフルオロ（ヘキサン－１－ス

ルホン酸）又はペルフルオロ（アルカンス

ルホン酸）（構造が分枝であつて、炭素数が

６のものに限る。）を生成する化学物質とし

て厚生労働省令、経済産業省令、環境省令

で定めるもの 

111393-39-6 

55591-23-6 

423-50-7 

254889-10-6 

38850-52-1 

等 

2-2814 

2-2815 等 

* CAS番号、化審法官報公示整理番号は参考であり、名称に含まれる化学物質が対象となる。 

 

（2） 政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているものの輸入の禁止 

次の製品で当該化学物質が使用されているものの輸入を禁止する。 

化学物質 輸入を禁止する製品 

（トリデカフルオロアルキ

ル）スルホニル基（炭素数が

６のものに限る。）を有する

化合物であつて、自然的作用

による化学的変化によりペ

ルフルオロ（ヘキサン－１－

スルホン酸）又はペルフルオ

ロ（アルカンスルホン酸）（構

造が分枝であつて、炭素数が

６のものに限る。）を生成す

る化学物質として厚生労働

省令、経済産業省令、環境省

令で定めるもの 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

・金属の加工に使用するエッチング剤 

・メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処

理をした生地 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処

理をした衣服 

・はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処

理をした床敷物 

・はつ水剤・はつ油剤及び繊維保護剤 

・半導体の製造に使用する反射防止剤 

・半導体の製造に使用するエッチング剤 

・半導体用のレジスト 

※製品についての区分や表現の仕方等については、管理体制などの確認ができた場合等、 必 

要に応じて変更があり得る。 



 

 

（3） 政令で指定された用途（エッセンシャルユース）以外の使用の禁止 

「（トリデカフルオロアルキル）スルホニル基（炭素数が６のものに限る。）を

有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ（ヘキ

サン－１－スルホン酸）又はペルフルオロ（アルカンスルホン酸）（構造が分枝で

あつて、炭素数が６のものに限る。）を生成する化学物質として厚生労働省令、経

済産業省令、環境省令で定めるもの」については、政令で指定された用途（エッ

センシャルユース）を設けることなく、使用を禁止する。 

 

（4） 取扱い等に係る技術上の基準の設定 

第一種特定化学物質を使用した次の製品を取り扱う場合に、別途定める取扱い

上の技術基準に従う。 

化学物質 技術上の基準に従わなければならない当該化学

物質が使用されている製品 

（トリデカフルオロアルキ

ル）スルホニル基（炭素数

が６のものに限る。）を有す

る化合物であつて、自然的

作用による化学的変化によ

りペルフルオロ（ヘキサン

－１－スルホン酸）又はペ

ルフルオロ（アルカンスル

ホン酸）（構造が分枝であつ

て、炭素数が６のものに限

る。）を生成する化学物質と

して厚生労働省令、経済産

業省令、環境省令で定める

もの 

・消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤 

 

【参考条文】 

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号）（抄） 

 

（製造の許可） 

第十七条 第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物

質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に

提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 



 

二 事業所の所在地 

三 第一種特定化学物質の名称 

四 製造設備の構造及び能力 

３ 経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に通

知するものとする。 

 

（輸入の許可） 

第二十二条 第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受

けなければならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようと

するときは、この限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に

提出しなければならない。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 

二 第一種特定化学物質の名称 

三 輸入数量 

３ 第十七条第三項の規定は、第一項の許可に準用する。 

 

（製品の輸入の制限） 

第二十四条 何人も、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの

（以下「第一種特定化学物質使用製品」という。）を輸入してはならない。 

２ 前項の政令は、第一種特定化学物質ごとに、海外における当該第一種特定化学物

質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。 

 

（使用の制限） 

第二十五条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごと

に政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただ

し、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。 

一 当該用途について他の物による代替が困難であること。 

二 当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定

化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の

生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないこと。 

 

（基準適合義務） 

第二十八条 許可製造業者は、その製造設備を第二十条第二号の厚生労働省令、経済

産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならな

い。 

２ 許可製造業者、業として第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一種特定

化学物質が使用されているもの（以下「第一種特定化学物質等」という。）を使用す



 

る者その他の業として第一種特定化学物質等を取り扱う者（以下「第一種特定化学

物質等取扱事業者」という。）は、第一種特定化学物質等を取り扱う場合において

は、主務省令で定める技術上の基準に従つてしなければならない。 


